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山梨建築設計監理事業協同組合

承認

設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項
木造特記仕様書（1）

（1.5.2）

（1.6.2）

2.元請負は、工事を下請負に付する場合は可能な限り地元建設業者を使用することとする。

　１）請負者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。

　２）下請負者が山梨県の工事指名競争参加資格者である場合には､指名停止期間中でないこと。

　３）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

12　報告書 1.　施工体制台帳及び施工体系図

　　本工事において下請金額の合計が１００万円以上の場合又は低入札価格調査制度により

　　契約されたものは、下請負業者と契約締結後全ての下請契約を2週間以内に監督員に一部

　　を提出する。また、施工体台帳及び施工体系図は工事現場に備えるものとし、現場表示も

     併せて行うものとする。

2. 　主要機器資材メーカー報告書

3. 　技能士報告書

　　本工事において使用する主要機器資材メーカー報告書１通を監督員に提出し、通知する。

13　工事の一部中止

5. 　施工計画書(監督職員の承諾を受けたもの)

4. 　再生資源利用計画書(実施書)、再生資源利用促進計画書(実施書)

1）一時中止に係る計画の作成

　　契約書第　　条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は､中止期間中における

　　工事現場の管理に関する計画｢基本計画書｣を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。

　　なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入

　　材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開

　　に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。

2)　工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

　　工事完了後「建設リサイクルデータ統合システム」(C R E D A S入力システム)により、

　　入力したデータを提出する。

　　工事期間中に提出した施工計画書をとりまとめ、完成時に　成果品の一部として監督職員

　　へ提出する。提出方法については監督職員の指示による。

　　本特記仕様書第1章第6項で技能士が適用された場合は、報告書１通を監督員に提出し

　　通知する。

※　原図

提出図書等 部数

　完成写真(改修工事の場合は着工前を左、完成写真を右に入れたもの) ※ 　 ４部 　

　工事写真 ２部

　完成図 　※　二つ折り製本 ※2部・＿部

　※　Ａ４判二つ折り製本 ※1部・＿部

 ・　黒表紙金文字入製本(折りたたみ→A4) ※1部・＿部

※　2部

すべての図面および特記仕様書を1つの

ＰＤＦファイルにまとめオリジナルフォルダに格納

1部

1部

　承認図

　保全に関する資料(標仕(1.7.3)(a)に示す内容) 

　その他監督職員が指示する書類　

（1.3.8）

貸与されたＣＡＤデータは当該工事における施工図及び竣工図の作成のため以外に使用しないこと。

工事完了後「建設リサイクルデータ統合システム」(ＣＲＥＤＡＳ入力システム)により、入力したデータを提出する。

再生資源利用計画書(実施書)、再生資源利用促進計画書(実施書)　(1.3.8)

｢※電子納品｣は｢山梨県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン｣による。

※ＣＡＤによるＳＸＦ形式　オリジナル形式およびＰＤＦ形式

　施工計画書(工事期間中に監督職員の承諾を受けたものをとりまとめたもの)

備　考

200万画素以上

※電子納品200万画素以上

※電子納品

※電子納品

（1.71～3）

14　完了時の提出図書等

●公２．試験及び報告書

・本章の事項は構造特記仕様書による

載荷試験：　・平板載荷試験　・　

試験の位置、載荷荷重：　・図示　・　

試験方法：　・図示　・　

試験報告書の記載事項等：　・図示　・　

・本章の事項は構造特記仕様書による

４．基礎工事

・本章の事項は構造特記仕様書による

●公２．材　料

砂地業の種別：　・シルト　・山砂　・川砂　・砕砂　・　

床下防湿層の適用：　・適用しない　・適用する　・図示

床下防湿層の範囲：　・図示　・　

防湿層の材料：　※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15mm　・　

●公６．砂利、砂、捨てコンクリート地業等

●公３．加工及び組立

鉄筋の定着長さ：　※表5.3.4による　・図示　・　

折曲げ定着の方法：　※図5.3.3による　・図示　・　

　　　・図示　・40mm　・50mm　・60mm　・　　

鉄筋の最小かぶり厚さ：　※表5.3.6による　・図示　・　

各部の配筋：　・図示　・　

・本章の事項は構造特記仕様書による

コンクリートの種別：　※Ｉ類　・Ⅱ類

●公２．コンクリートの種類及び品質

施工部位

24

21

コンクリートの要求性能等による種類：　・図示　・　

スランプ：　※表6.2.2による　・図示　・　　

※21+3　

　　　　　　　　　・ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種

●公３．コンクリートの材料及び調合

骨材のアルカリシリカ反応性による区分：　※A ・B

混和剤：　・AE剤　・AE減水剤　・高性能AE減水剤　・　

混和材：　・ﾌﾗｲｱｯｼｭ　・高炉ｽﾗｸﾞ微粉末　・膨張剤　・　

普通エコセメントの養生期間：　・5日　・7日　・　　

●公７．養　生

●公８．型　枠

・構造躯体（基礎～1階）

・構造躯体

・構造躯体

型枠の材料等：　・下表による　・図示　・　

・合板

種類 種別・厚さ

監督職員事務所の設置：　・必要　・不要　

構内既存の施設：　・利用できない　・利用できる【・有償　・無償】

　　　　・ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ；H=1.8m　・A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ；H=0.8m

　形状：・W3.6m×H4.5m　・　

　種別　・ｼｰﾄｹﾞｰﾄ　・ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ　・　

門扉（施錠付）：

塗装：　・単色；片面SOP塗　・模様；

　　　　・　

　　　　・塗装溶融亜鉛メッキ鋼板波板；H=1.8m､t=0.19㎜

種別：　・仮囲い用成型鋼板；H=3.0m､t=1.2㎜

　　　　　　　　　・動力以外利用できる【・有償　・無償】

構内既存の施設：　・利用できない　・利用できる【・有償　・無償】

　・その他；

　・専用電話　・兼用FAX　・冷暖房機　・机　・椅子　・書棚　・検査用具

◎監督員事務所の規模、設備、備品等

　・（　）号に会議室（　　）ｍ2 を加えた規模

　・（　）号（会議室（　　）ｍ2 を含む）

●公１．適用範囲

材料：　・搬入真砂土（砂礫等の混入のないもの）　・掘削土（良質なもの）

種別：　・A種　・B種　・C種　・D種

・他現場に搬入（　　　　　　　　　　）　・　

・現場説明書による　・構外搬出適切処理　・構内指定場所堆積　・構内指定場所敷均し

３
章
　
土
・
地
業
・
基
礎
工
事

　　　　　　・鋼管　　・紙ﾁｭｰﾌﾞ

施工部位

・18　・21

コンクリートの種類：　※普通コンクリート　・　

●公１４．無筋コンクリート

・捨てコンクリート

２
章
　
仮
設
工
事

5　そ　の　他　（　施　工　条　件　等　）

計

延　床　面　積

建　築　面　積

4　工　事　内　容

3　敷　地　面　積

2　用途地域・その他規制区域等

1　工　事　場　所　　

特　　　　　記　　　　　事　　　　　項項　　 目章

1　適用基準等 ・建築工事標準詳細図　　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（平成28年版）

・公共建築工事標準仕様書　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　　　（平成31年版）

※山梨県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン山梨県土整備部営繕課（平成20年 4月）

※山梨県認定リサイクル製品優先使用指針

（1.1.2）（1.2.1）

（1.3.3）

・山梨県景観条例に基づき『山梨県公共事業景観形成基準』及び 『山梨県景観ガイドプラン』

　を遵守すること。

・軸組構法(壁構造系)、軸組構法(軸構造系)、枠組壁工法、丸太組構法及びCLTパネル工法に

　係る木造建築工事に適用する。

2　概成工期 工事期限より＿＿＿日前

3　電気保安技術者 ・電気主任技術者 ※　監督職員の承諾を受けた者

4　発生材の処理等

　※　P　C　B　含有機器類　※　P　C　B　含有ｼｰﾘﾝｸﾞ材　

・

・

(注1)　上記以外の廃棄物についても、可能な限り再資源化に努めること。

・廃石綿(除去作業に使用した保護具及び養生材を含む)

・　ダイオキシン含有廃棄物　・　

・　再利用を図るもの　

・　特別管理産業廃棄物　

・　再資源化を図るもの(注1)

・ 発注者へ引渡しを要するもの 　

※　ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 　　※　小形二次電池

※　建設混合廃棄物　

※　コンクリート塊 　　　　※　金属類

※　建設発生木材　　　・　蛍光ランプ・H　I　D　ランプ

※　建設汚泥　　　　　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管・継手

・　0.1パーセントヲ超えて石綿を含有する物

・　処理に注意を要するもの　　　・　石膏ボード(砒素　・カドミウム含有、硫化水素発生に

よる管理型処分)      よる管理型処分)

　種　　　別 　対　　象　　品　　目

5　材料の品質等 1.　本工事に使用する材料・機材等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定

　　するもの又はこれらと同等以上のものとする。

　　ただし、同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。

2.　使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督

　　職員に提出する。ただし、設計図書においてJIS又はJASに基づくと指定された材料で、

　　JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受

　　けた場合は、この限りでない。

3.　化学物質を放散する建築材料等

    1)　建材・施工材の使用材料の選定においては、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物

　　　　を放散しないか、放散が十分少ないものをＪＩＳまたはＪＡＳ等を参考に適切に選択

　　　　場合は、施工面積に十分注意した上でＦ☆☆☆を使用する。

　　　　すること。ホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆を原則とし、該当する材料等がない

    2)　接着剤はホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物を放散しないか、発散が極めて少な

      　いもの、または含有量が少なく難揮発性の可塑剤を使用しているものとし、ホルムア

      　ルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆を原則とする。

5.　本工事に使用する材料については、化学物質等安全データシート(ＳＤＳ)等により確認を

　　行い、アスベスト含有建材を使用しない。

4.  製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針

  　の判断の基準に従い「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」

  　(林野庁平成18年2月15日)に準拠した証明書等を、監督員に提出する。

（1.4.2）

6　技能士

技能検定職種　　　　　　　　　　　　技能検定作業工　事　種　

とび とび作業

鉄筋組立作業鉄筋施工

型枠施工 型枠工事作業

コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業

鉄工 建築物鉄鋼作業

とび とび作業

コンクリ-トブロック工事作業ブロック建築

防水施工 アスファルト防水工事作業

ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

アクリルゴム系塗膜防水工事作業

合成ゴム系シート防水工事作業

塩化ビニル系シート防水工事作業

セメント系防水工事作業

シーリング防水工事作業

ＦＲＰ防水工事作業

石材施工 石張り作業

タイル張り タイル張り作業

建築大工 大工大工工事作業

建築板金 内外装板金工事

スレート施工 スレート施工作業

内外装仕上げ工事 鋼製下地工事作業

建築板金 内外装板金工事

左官 左官作業

仮設工事

鉄筋工事

コンクリート工事

押出成形セメント板工事

防水工事

石工事

タイル工事

木工事

屋根及びとい工事

金属工事

左官工事

鉄骨工事

コンクリートブロック

ＡＬＣパネルブロック ＡＬＣパネル施工 ＡＬＣパネル作業

改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業

建具工事 サッシ施工 ビル用サッシ施工作業

ガラス施工 ガラス工事作業

自動ドア施工 自動ドア施工作業

カーテンウォール施工 金属製カーテンウォール工事作業カーテンウォール工事

サッシ施工 ビル用サッシ施工作業

ガラス施工 ガラス工事作業

塗装 塗装施工作業塗装工事

内装仕上施工 プラスチック系床仕上工事作業内装工事

カーペット系仕上げ作業

ボード仕上げ作業

表装 壁装作業

配管 建築配管作業排水工事

路面標示施工 溶融ペイントハンドマーカー工事作業舗装工事

加熱ペイントマシンマーカー作業

造園 造園工事作業植栽工事

木標仕に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。

施工に使用する建設機械は、低騒音型・低振動型及び排ガス対策型建設機械とすること。

7 特別な材料の工法

8 施工中の環境保全等

9 化学物質の濃度測定

3. 測定方法

1. 測定対象化学物質

工事完成前に､ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い､測定結果報告

書を監督員に提出すること。また、測定の結果が、厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度

の指針値を超えた場合は、監督員と協議すること。　　　　　　　　　　　　　　　（1.5.9）

　※　拡散方式（　※　測定バッヂ　・　パッシブサンプラー・　パッシブガスチューブ）

　　・吸引方式　

1) 空気の採取

2) 測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として

　 示した以下の方法によって行う。または､以下と相関の高い方法によって行うこともできる。

揮発性有機化合物　　　　ガスクロマトグラフィー質量分析法

　　ホルムアルデヒド　　　　高速液体クロマトグラフ法

10 技術検査

1)新営工事

工事写真等を電子データにより検査する際に必要となる機器の準備及び操作は請負者が行う。

技術検査工事施工途中における技術検査(｢中間検査｣)は下表を原則とし､監督員と協議すること。

構　造

※　延べ面積が５００㎡を超えるもの

検　　査　　工　　程

・特定工程による

軸組完了時

2)改修工事

 ・　発注者が必要と認めた工程(別途指示による)

・　躯体の改修及び補修が工事に含まれ、仕上げ工事により品質の確認が困難と予想される

　 場合は、改修・補修工法の施工完了時に行う。

・　屋根等の主要な工事部分について、工事施工中の仮設足場がなければ確認困難と予想さ

　　れる場合は、仮設足場撤去前に新営工事に準じて行う。

建　築　工　事　仕　様

1　質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部

（以下「木標仕」という。）「公共建築工事標準仕様書（平成31年版）」以下「標仕」という。）及び国土交通省

　 監修「公共建築木造工事標準仕様書（平成31年版）

 大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書31年版)」（以下「解体共仕」という。）による。

2　特　記　事　項 １）　項目は、番号に○印の付いたものを適用する。　　　

２）　特記事項は、○印の付いたものを適用する。

　　　○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　○印と※印が付いている場合は、共に適用する。

３）　特記事項欄の行末に記載の（　）内表示番号は、木標仕の該当事項又は該当表を示す。

Ⅰ 工　事　概　要

 Ⅱ

11　工事の下請負 1.下請負は、工事を下請負に付する場合は、次の各号に上げる要件をすべて満足させなければ

　ならない。

１
 章
　
　
一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

鉄筋の種類：　・SR295　・SD295A　・SD295B　・SD345　・SD390　・図示　・　

溶接金網の寸法、径：　・φ6x150x150　・φ6x100x100　・φ4.5x50x50　・図示　・　

砂利及び砂地業の厚さ：　・図示　※60mm　・100mm　・120mm　・150mm　・　　　

捨てコンクリートの厚さ：　・図示　※50mm　・　mm　・120mm　・150mm　・　　　

継手の種類：　・重ね継手　・ガス圧接継手　・機械継手　・図示　・　

土に接する柱、梁、スラブ及び壁の鉄筋のかぶり厚さ（軽量コンクリートの場合）：

塩害を受ける恐れのある部分等の鉄筋のかぶり厚さ：　・図示　・　

溶接金網の最小かぶり厚さ：　※表5.3.6による　・図示　・　

設計基準強度(N/mm2) 備　考

気乾単位容積質量による種類：　・普通ｺﾝｸﾘｰﾄ（下表による）　・図示

セメントの種類：　※普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄA種　※混合ｾﾒﾝﾄA種　・高炉ｾﾒﾝﾄB種

コンクリートの構造体強度補正値(S)：　※表6.3.2による　・図示　・　

細骨材の種類：　※JIS A 5308(付属書A)の細骨材　・規定外の細骨材：

混和材料の使用方法等：　・図示　※製造所資料に基づき承諾　

スリーブの材種等等：　・鋼管　・VP管　・溶融亜鉛めっき鋼板　・つば付き鋼管

※南洋材

※複　合

材質

※｢ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板のJAS｣・12mm

・｢ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板のJAS｣・15mm

・指定処分地（

スリーブ：　・硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　　・溶融亜鉛めっき鋼管・鋼管　　・つば付き鋼管

設計基準強度(N/mm2)

・浴室防水押え

スランプ

※15以下 ※18以下

・18　・21

適用箇所：　※標準仕様書6.14.1(4)による　・下表による　・図示

３
章
　
土
・
地
業
・
基
礎
工
事

2.* 地業工事

●公４章　地業工事

公2.4 地盤の載荷試験

4.* 基礎工事

●公５章　鉄筋工事

公2.2 溶接金網

公2.1 鉄　筋

公6.2 材　料

公6.3 砂利及び砂地業

公6.4 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業

公6.5 床下防湿層

公3.4 継手及び定着

公3.5 鉄筋のかぶり厚さ

　　　　　　及び間隔

公3.7 各部配筋

●公６章　ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

1.* ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

公2.1 ｺﾝｸﾘｰﾄの種類

公2.2 ｺﾝｸﾘｰﾄの強度

公2.4 ﾜｰｶﾋﾞﾘﾃｨｰ,ｽﾗﾝﾌﾟ

公3.1 ｺﾝｸﾘｰﾄの材料

公3.1 ｺﾝｸﾘｰﾄの材料

公3.2 ｺﾝｸﾘｰﾄの調合

公8.1 型枠一般

公8.2 材　料

3.1 監督職員事務所等

3.* 仮囲い

3.* 工事電力

3.* 工事用水

公2.3 埋戻し及び盛土

●公３章　土工事

公2.5 建設発生土の処理

公14.1 一般事項

公7.2 湿潤養生

木 造 建 築 工 事 特 記 仕 様 書 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項項　　 目章 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項項　　 目章 項　　 目章 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

棟　　　　　名

用　　　　　途

階

階

甲府市太田町10-1

階1

トイレ棟

公衆便所

66.66　㎡

66.66　㎡

66.66　㎡

66.66　㎡

代表設計者 設計担当者

一級建築士 一級建築士

第145710号 第300579号

佐野 正秀 丹沢 浩己

遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備(建築主体)工事
 (南―トイレ棟)

南ト A-02

2. 測定対象室・測定箇所数     男子ＷＣ・1箇所

※1部・＿部

1部










































